
訪問支援員派遣の流れ
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○ 入院者から訪問支援員との面会希望があった場合に、派遣調整を行う。
○ 本人以外の者からの依頼については、本人の意向であることを確認した上で派遣調整を開始する。
○ 事務局は、支援対象者の意向を確認した日付及びその方法等については、個別に記録しておくこと。

① 入院者本人もしくは、市町村
長同意の担当者又は精神科病院の
退院後生活環境相談員等を経由し、
面会希望の連絡を受ける

③ 必要に応じて精神科病院の退院後
生活環境相談員やその他の職員等の
協力を得ることで、できる限り支援
対象者の希望に添えるよう、訪問支
援員の派遣調整を行う。

訪問支援員は、2人一組（※）で

精神科病院を訪問し、面会交流を行う

（※）ペアで訪問をする事で互いにフォローができ

緊張感の緩和につながることが先行事例から

示されている。

また、訪問支援のスキルアップのためには

経験の少ない者と経験を重ねた者によるペア

での実施が効果的とされている。
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